
定款、業務規程及び送配電等業務指針
変更案の概要について

２０２６年４月８日

電力広域的運営推進機関
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◼ 国の審議会の議論等に適切に対応するため、定款、業務規程及び送配電等業務指針を変更する。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおり。変更の背景・内容などについては、次頁以降のスライドにて説明。

1. 地内系統の運用容量の拡大に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 地内系統における緊急的な運用容量拡大スキームの導入に伴う変更

• 2026年８月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程）

• 長期脱炭素電源オークションへのCCS付火力電源の対象追加に伴う変更

• 2026年８月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

3. その他規定の変更（定款、業務規程、送配電等業務指針）

• 需給調整市場向けの連系線利用枠拡大の運用開始に伴う変更等

• 2026年８月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行※

※業務規程第２条、第１３０条及び送配電等業務指針第２６６条の規定を除く。

定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要
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1. 地内系統の運用容量の拡大に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 地内系統における緊急的な運用容量拡大スキームの導入に伴う変更



3１ 地内系統の運用容量の拡大に関する規定の変更の背景

これに対応するため、一般送配電事業者の地内の基幹系統の運用容量の拡大に関する規定を追加する。

※1 本機関が、エリア予備率3％未満の見通しのエリアへ、それ以外のエリアから必要な電気を供給するよう指示することで、受電エリア
の需給バランスを確保する措置。

※2 第86回 広域系統整備委員会（2025年1月15日）。

需給状況を改善するためのエリア間の電力融通（エリア間補正融通※1）に関して、連系線の空容量
に余裕があっても、地内系統の混雑の影響により、当該連系線を通じた融通量に制約が生じた事象が
すでに発生している。今後、需給バランスの状況は、電源のノンファーム型接続の導入拡大等に伴い、
地内系統の混雑の影響が全国で拡大する可能性が報告されている※2 。

※3 第9回 将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年12月5日）。
※4 一般送配電事業者のエリア内の最上位電圧から2階級（一般送配電事業者のエリア内の最上位電圧が250キロボルト未満のと

きは最上位電圧）の送電線の運用容量。なお、本機関は、連系線については、運用容量を算出・公表し、潮流管理を行っており、
地内の基幹系統については、それを管理・運用する一般送配電事業者が設定する運用容量の値などを取りまとめ、公表している。

これら状況を踏まえ、本機関の委員会※3において、エリア外から電力融通を受けるとき、一般送配電事
業者の地内の基幹系統の混雑の発生により、電力融通量に制限が生じ、エリアの一部で安定供給に支
障が生じるおそれがあるときは、一般送配電事業者の地内の基幹系統の運用容量※4を緊急的に拡大
することについて、本機関が承認することができると整理した。



4１ 地内系統の運用容量の拡大に関する規定の変更の内容

［変更内容］

• 一般送配電事業者が、本機関の指示に基づき連系線を介した融通を受けるに当たって、一般送配
電事業者の地内の基幹系統の運用容量を拡大すること※について、本機関が承認することができる
ことを規定。

 ※ 広域予備率に基づく追加供給力対策や連系線のマージン使用を先に行い、それでも不足する場合に地内の基幹系統の

運用容量の緊急拡大を行う。なお、連系線の運用容量拡大と地内の基幹系統の運用容量拡大との優先順位は拡大の
必要量や制約要因等を踏まえて都度判断する。

【業務規程第１１３条、第１１７条】＜変更＞

【送配電等業務指針第２０８条の２】＜変更＞
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第9回 将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年12月5日）資料3から抜粋

（参考）地内系統の運用容量拡大スキームの概要
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２. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程）

• 長期脱炭素電源オークションへのCCS付火力電源の対象追加に伴う変更



7２ 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更の背景

これに対応するため、長期脱炭素電源オークションに関する規定を変更する。

2023年度から開始された長期脱炭素電源オークションについては、2025年2月18日に閣議決定され
た第7次エネルギー基本計画を踏まえ、脱炭素電源への投資環境整備として、第3回入札に向けた  
制度※1の見直し等を検討してきたところ。

国の審議会※2において、既設火力電源のうちCCS ※3付火力電源への改修分※4を第3回入札での
対象に追加し、発電に伴って発生した年間のCO2貯蔵率に対してリクワイアメント※5を課すことを整理。

※２ 第100回 制度検討作業部会（2025年2月26日）。
※３ 発電所から排出される二酸化炭素を回収し、貯蔵する措置（ 「Carbon dioxide Capture and Storage」の略）。
※４ 既設のLNG火力電源及び石炭火力電源が対象。既設のバイオマス火力電源及び石油火力電源については、対象案件が現  

時点で想定されないことを踏まえて対象外。
※５ 二酸化炭素の貯蔵率を容量確保契約に定められた一定の比率（年間７割）以上にすることを求めるもの。

※１ 第3回の長期脱炭素電源オークション（応札年度：2025年度）は2026年2月に終了。制度適用期間は、2027年度以降。



8

［変更内容］

• 長期脱炭素電源オークションの入札電源の対象に、CCS付火力電源が追加されたことを踏まえ、
発電に伴って発生した年間のCO2貯蔵率に対してリクワイアメントを課すことが整理されたことから、
本機関が、容量確保契約の定めるところにより、容量提供事業者に対するアセスメントを実施する
ことについて規定を追加。

【業務規程第３２条の３４】＜変更＞

２ 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更の内容



9（参考）長期脱炭素電源オークションにおける入札対象の追加

第100回 制度検討作業部会（2025年2月26日）資料4から抜粋



10（参考）長期脱炭素電源オークションにおけるCCS付火力電源のリクワイアメント

第100回 制度検討作業部会（2025年2月26日）資料4から抜粋
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３. その他規定の変更（定款、業務規程、送配電等業務指針）

• 需給調整市場向けの連系線利用枠拡大の運用開始に伴う変更等
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［変更内容］

• 本機関の委員会において、需給調整市場におけるΔkW取引に使用できる連系線利用枠について、
反対方向の計画潮流を考慮することで、連系線利用枠を拡大できると整理されたことを踏まえた
改正※。

 ※ マージンの値は運用容量の値を超えないことが原則であるが、反対方向の計画潮流を考慮し拡大された連系線利用枠を

利用して需給調整市場で調整力（ΔkWh）を調達した場合、実需給における当該調整力の運用等のために確保しておく
マージンの値が運用容量の値を超えることを許容するもの。

【業務規程第２条、第１３０条】＜変更＞

３ その他規定の変更の内容（その１）



13（参考）連系線利用枠の拡大方法

第34回 需給調整市場検討小委員会（2022年12月14日）資料2から抜粋（一部編集）

※

取引時に使用可能な
連系線容量
（計画潮流分増加）

計画潮流
を設定

前日取引時の利用枠拡大

スポット約定結果に基づく計画値

運用容量①※マージン②

反対方向の
計画潮流③

※反対方向の計画潮流③を考慮して設定されるマージンの値②は、
 運用容量の値①を超えること（①＜②）がありうる。
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［変更内容］

• 国の審議会での整理を踏まえ、系統アクセス業務のうち契約申込みのプロセスにおいて、事業用地
における使用権原を証する書類を提出※することを要件として追加。

 ※ ＦＩＴ／ＦＩＰ制度を利用する電源（ＦＩT／ＦＩP電源）については、同制度で既に使用権原を証する書類の提出

が求められていることから、当該電源を除く発電設備等（系統用蓄電池を含む。）が対象。

【送配電等業務指針第９７条、第１０５条】＜変更＞

【送配電等業務指針附則第２条】＜新設＞

３ その他規定の変更の内容（その２）



15（参考）系統アクセス業務に関する契約の要件化

第6回 次世代電力系統ワーキンググループ（2025年12月24日）資料3から抜粋
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［変更内容］

• 国の審議会において、系統アクセス業務のうち系統用蓄電池※1の接続検討について、同一の系統
連系希望者からの接続検討の申込み（接続検討の回答を行っていないものに限る。）の件数に 
対して、申込みの上限※2を設定することが整理されたことを踏まえて、規定を追加。

 ※1 蓄電設備のうち、送電系統に接続するものをいう。ただし、その他発電設備又は需要設備と併設する蓄電設備において

は、  設備容量等を踏まえて、一般送配電事業者等が認めるものが対象。

 ※2 申込みの上限は、系統用蓄電池について各エリアの過去年度（接続検討が急増する以前の前年度）における一事業

者当たりの３か月間での接続検討受付件数の実績の「平均値＋２σ」もしくは「最低値である５件」のいずれか高い方と
して各一般送配電事業者等が設定・公表すると整理された。

【業務規程第７１条の２】＜新設＞

【送配電等業務指針第８１条の２】＜新設＞

３ その他規定の変更の内容（その３）



17（参考）系統アクセス業務に関する接続検討数の上限設定

第9回 次世代電力系統ワーキンググループ（2026年3月27日）資料1から抜粋
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［変更内容］

• スイッチング支援対象業務について、FIT制度の見直しにより2017年から開始された送配電買取分
については、2027年4月以降に買取期間が満了となるため、低圧FIT電源のFIT卒業に伴う大量
のスイッチング（1年間で約10万件）の申込みが想定される。このため、スイッチング支援システムを
利用した手続きができるように、規定を見直す。

【送配電等業務指針第２６６条】＜変更＞

３ その他規定の変更の内容（その４）



19（参考）スイッチング支援システムの利用可能範囲について

現
行

買取期間中 買取期間満了後 スイッチング支援（システム対応）

低圧FIT電源（小売買取分） 低圧FIT卒業電源 対象※1

低圧FIT電源（送配買取分） 低圧FIT卒業電源  対象外※2

変
更
後

買取期間中 買取期間満了後 スイッチング支援（システム対応）

低圧FIT電源（小売買取分） 低圧FIT卒業電源 対象※1

低圧FIT電源（送配買取分） 低圧FIT卒業電源 対象※1

【買取期間満了に伴い実施する業務のシステム対応状況】

【買取期間満了に伴い実施する業務の内容】

※1 2009年から開始された小売買取分については、買取期間満了が始まった2019年にスイッチング支援システムの対象に追加。
※2 2017年から開始された送配買取分については、スイッチング支援システムの対象外（2027年4月以降に買取期間が満了）。

分類（買取先別） 業務内容

低圧FIT電源の小売買取期間満了以降 現小売電気事業者から新小売電気事業者へ契約変更（スイッチング）

低圧FIT電源の送配買取期間満了時 送配電事業者から新小売電気事業者へ契約変更（再点※3）

※3 再点とは、受電地点において、小売電気事業者との新たな供給契約により、接続供給（託送供給）を開始すること。
 なお、送配買取の廃止のみで小売電気事業者のスイッチングを伴わない場合の処理は、本機関が運用するスイッチング支援
 システムではなく、一般送配電事業者側のシステムにて行う。



20

［変更内容］

• 本機関は、容量市場における経済的ペナルティの未払い事業者が催告に応じないときは、事業者の
名称を公表するとともに経済産業大臣に報告することを明記※1・※2。

 ※1 業務規程第３２条の４１第４項の現行規定により「本機関は、ペナルティ対象事業者に対してペナルティを科した後、  

必要に応じて、当該ペナルティ対象事業者の名称を公表することができる。」とされているが、ペナルティを科されたことに
関する事業者の名称公表の扱いとは区別して明確化し、別途、経済的ペナルティの未払い事業者に対しては公表する
ことに加えて、経済産業大臣に報告することを明記するもの。なお、経済的ペナルティの未払い事業者への対応は、容量
拠出金の未払い事業者に対する規定に準じる。

 ※2 2025年11月、経済的ペナルティの未払いを行い、催告に応じない発電事業者１社に対し、本機関として業務規程  

第１７９条第１項に基づく勧告等を実施した（公表済）。

【業務規程第３２条の４１の２】＜新設＞

• その他記載の適正化（字句修正等）。

【定款第１２条※3、第５６条の４】＜変更＞ ※3 第６４条（規程等）との平仄、「規程」→「規程等」に変更。

【業務規程第３２条の４３、第６７条、第６８条、第６８条の２、第７２条、第１１６条
第１３３条、第１５３条】＜変更＞

【送配電等業務指針第８８条、第９７条、第２０８条、第２０８条の３】＜変更＞

３ その他規定の変更の内容（その５）
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